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別紙３ 

請求の表示 

 

１ 原告Ａが被告に対し，平成２６年４月１日以降，被告社員給与規程１２４条，

１１７条，８２条，８３条，１２６条及び１２８条並びに被告社員就業規則６5 

８条１項１９号，同項２０号，６９条及び６３条２項２号イが適用される労働

契約上の地位にあることを確認する。 

 ２ 原告Ｂが被告に対し，平成２６年４月１日以降，被告社員給与規程１２４条，

１１７条，８２条，８３条，１２６条及び１２８条並びに被告社員就業規則６

８条１項１９号，同項２０号，６９条及び６３条２項２号イが適用される労働10 

契約上の地位にあることを確認する。 

 ３ 原告Ｃが被告に対し，平成２６年４月１日以降，被告社員給与規程１２４条，

１１７条，８２条，８３条，１２６条及び１２８条並びに被告社員就業規則６

８条１項１９号，同項２０号，６９条及び６３条２項２号イが適用される労働

契約上の地位にあることを確認する。 15 

 ４ 原告Ｅが被告に対し，平成２６年４月１日以降，被告社員給与規程１２４条，

１１７条，８２条，８３条，１２６条及び１２８条並びに被告社員就業規則６

８条１項１９号，同項２０号，６９条及び６３条２項２号イが適用される労働

契約上の地位にあることを確認する。 

 ５ 原告Ｆが被告に対し，平成２６年４月１日以降，被告社員給与規程１２４条，20 

１１７条，８２条，８３条，１２６条，１２８条，４８条及び４９条並びに被

告社員就業規則６８条１項１９号，同項２０号，６９条及び６３条２項２号イ

が適用される労働契約上の地位にあることを確認する。 

 ６ 原告Ｇが被告に対し，平成２６年４月１日以降，被告社員給与規程１２４条，

１１７条，８２条，８３条，１２６条及び１２８条並びに被告社員就業規則６25 

８条１項１９号，同項２０号，６９条及び６３条２項２号イが適用される労働
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契約上の地位にあることを確認する。 

 ７ 原告Ｈが被告に対し，平成２６年４月１日以降，被告社員給与規程１２４条，

１１７条，８２条，８３条，１２６条，１２８条，６１条及び６２条並びに被

告社員就業規則６８条１項１９号，同項２０号，６９条及び６３条２項２号イ

が適用される労働契約上の地位にあることを確認する。 5 

 ８ 原告Ｉが被告に対し，平成２６年４月１日以降，被告社員給与規程１２４条，

１１７条，８２条，８３条，１２６条，１２８条，６１条，６２条，４８条及

び４９条並びに被告社員就業規則６８条１項１９号，同項２０号，６９条及び

６３条２項２号イが適用される労働契約上の地位にあることを確認する。 

 ９ 被告は，原告Ａに対し，３４４万６６４０円及び別紙４－１「請求債権目録10 

１」の「月合計」欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の各日の翌日から

各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

１０ 被告は，原告Ｂに対し，３４２万００７１円及び別紙４－２「請求債権目録

２」の「月合計」欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の各日の翌日から

各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 15 

１１ 被告は，原告Ｃに対し，３３３万０７２６円及び別紙４－３「請求債権目録

３」の「月合計」欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の各日の翌日から

各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

１２ 被告は，原告Ｅに対し，３２５万１８５８円及び別紙４－４「請求債権目録

４」の「月合計」欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の各日の翌日から20 

各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

１３ 被告は，原告Ｆに対し，４０３万０４４７円及び別紙４－５「請求債権目録

５」の「月合計」欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の各日の翌日から

各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

１４ 被告は，原告Ｇに対し，３６３万９９８９円及び別紙４－６「請求債権目録25 

６」の「月合計」欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の各日の翌日から
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各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

１５ 被告は，原告Ｈに対し，３８６万６８３２円及び別紙４－７「請求債権目録

７」の「月合計」欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の各日の翌日から

各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

１６ 被告は，原告Ｉに対し，６３３万９７２４円及び別紙４－８「請求債権目録5 

８」の「月合計」欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の各日の翌日から

各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 


